様式第１号（第８条関係）
[bookmark: _Hlk225516603]年　　月　　日　
　和水町長　宛て
　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者　
住所（所在地）
氏名（名　称）
　　（代表者）
電話番号

和水町創業支援補助金交付申請書

　和水町創業支援補助金の交付を受けたいので、和水町創業支援補助金交付要綱第８条の規定により、下記の関係書類を添えて申請します。

記

添付書類
(1) 誓約書
(2) 事業計画概要書（指定様式）
(3) 新分野に進出する者で、法人にあっては新分野に着手する前の事業実態が分かる書類(履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、変更前の定款等)、個人にあっては開業届の写し(受領印のあるもの)又は新分野に着手する前の事業実態が分かる書類(確定申告書等)
(4) 和水町商工会の認定を受ける者にあっては、和水町商工会の認定を受けた創業・新分野進出計画書（指定様式）
(5) 金融機関から融資又は出資を受ける者にあっては、融資又は出資が認められた事業計画書又は資金繰り表等の写し
(6) 本店又は事務所の位置図
(7) 図面、設計書等（施設の新築、増改築、購入、改修等を行う場合に限る。）
(8) 補助対象となる経費内の賃借料に該当がある場合は、貸借契約書の写し（未契約の場合は、金額の分かるもの）
(9) 補助対象経費に係る見積書の写し又はこれに代わり金額が分かるもの
(10) 中古品を購入する場合にあっては、当該物品の新品販売価格(定価)が分かるもの(現行同等品の新品販売価格(定価)が分かるものでも可)
(11) 市町村税に滞納がないことを証する書類（納税証明書等）。ただし、本町に納入すべき税等がある場合で、補助対象者が納税情報の内部利用に同意するときは、添付を省略することができる。
(12) 補助金等の交付の申請をする日の属する年度の前年度において、地方税法第317条の2第1項又は第2項の規定によって提出すべき申告書を提出していることが分かる資料。ただし、本町に申告すべき税等がある場合で、補助対象者が申告状況の内部利用に同意するときは、添付を省略することができる。
(13) その他町長が必要と認める書類
